
　平成26年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、３月31日（火）が申告・納付の
期限となっています。
　平成26年４月１日から消費税率が５％（内地方消費税１％）から８％（内地方消費税1.7％）に変更さ
れました。このため、平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿等
において課税取引を事前に適用税率ごとに区分し、それを基に計算していただく必要があります。

　太田税務署では、今年の確定申告期間中は、平日（月～金曜日）以外でも水戸税務署と合同で下記の
とおり業務を行います。
　なお、この２日間は中央ビル以外での業務は行っていませんのでご注意ください。また、当日は混雑
が予想されますので、あらかじめご承知願います。
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